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川崎市競輪場使用条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

○川崎市競輪場使用条例 ○川崎市競輪場使用条例 

昭和27年９月22日条例第34号 昭和27年９月22日条例第34号

（使用料） （使用料） 

第４条 前条の規定により許可を得て競輪を開催した市（県）は、開催の都

度使用料として車券総売上額の100分の４以内において市長が定める額に

100分の110を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、これを切り捨

てる。）を川崎市に納入しなければならない。 

第４条 前条の規定により許可を得て競輪を開催した市（県）は、開催の都

度使用料として車券総売上額の100分の４以内において市長が定める額に

100分の108を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、これを切り捨

てる。）を川崎市に納入しなければならない。 


